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●８月から「高額医療・高額介護合算療養費制度」の受付が始まります

≪「高額医療・高額介護合算療養費制度」について≫
　同じ世帯の加入者（被保険者）の方全員が、１年間に
支払われた医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基
準額を超えたときは、その超えた金額を「高額医療・高
額介護合算療養費」として支給します。

　通常、毎年８月からその翌年の７月末までの医療保険
と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算します。
　なお、平成20年4月から制度が開始されたため、平成
21年度に限り、平成20年4月から平成21年７月末の16
か月間の合計額で計算することもできます。その場合の
自己負担額の合計の基準額は、（　）内の金額です。

区　　分 自己負担額の合計の基準額

現役並み所得者 ６７万円（８９万円）

一般 ５６万円（７５万円）

住民税非課税世帯
区分Ⅱ ３１万円（４１万円）

区分Ⅰ １９万円（２５万円）

高額医療・高額介護合算療養費の計算例

●住民税非課税世帯（区分Ⅱ：世帯全員が住民税非課税である方に適用）の方の計算例

これまでは、例えば、

１年間で、
　医療保険で２５万円、
　介護保険で２５万円を支払い、
　年間の負担が５０万円であったものが、

これからは、

年間５０万円を支払った後、支給の申請をすると、
基準額：３１万円
を超えた金額（１９万円）をお返しすることにより、
　年間の負担が３１万円になります。

≪申請手続きについての留意点≫
①　８月から、役場保健福祉課の窓口で申請の受付を開始します。
②　平成20年４月から平成21年7月末までの間に、「市町村を超える転居をした方」「他の医療保険制度
　　から長寿医療制度に移られた方」は、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険制度の保険者へ
　　の手続きが必要となります。詳しくは、役場保健福祉課へお問い合わせください。

◎問い合わせ先
小平町役場 保健福祉課 福祉係　1 ０１６４－５６－２１１１（内線２７２・２８７）

北海道後期高齢者医療広域連合　1 ０１１－２９０－５６０１


